
▲大型ディスプレイが設置された法廷（広島地方裁判所）
　　　　　　　　　　　　裁判員制度パンフレットより

　

中
央
公
民
館
主
催
講
座
「
裁
判
員
っ
て
何
ば
す
っ
と
ね
？
」
の
受

講
者
は
24
人
。
県
内
で
裁
判
員
制
度
を
導
入
し
た
裁
判
が
行
わ
れ
る

長
崎
地
方
裁
判
所
で
体
験
講
座
は
行
わ
れ
た
。
最
初
に
受
講
者
は
、

こ
の
日
行
わ
れ
た
死
体
遺
棄
お
よ
び
覚
せ
い
剤
取
締
法
違
反
の
罪
に

問
わ
れ
た
２
人
の
被
告
人
に
対
す
る
実
際
の
判
決
公
判
を
傍
聴
し
た
。

重
々
し
い
雰
囲
気
の
な
か
裁
判
官
が
入
廷
し
、
続
い
て
手
に
縄
を
か

け
ら
れ
た
被
告
人
が
刑
務
官
に
付
き
添
わ
れ
て
入
っ
て
く
る
。
証
言

台
に
立
つ
２
人
の
被
告
人
。
裁
判
官
が
両
被
告
人
に
氏
名
を
確
認
し

た
後
、
判
決
を
言
い
渡
し
た
。「
主
文
。○
○
を
懲
役
５
年
に
処
す
。

△
△
を
懲
役
３
年
に
処
す
」。
法
廷
内
に
裁
判
官
の
声
が
響
き
渡
る
。

テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
な
ど
で
は
よ
く
見
か
け
る
シ
ー
ン
だ
が
実
際
の
場
面

に
立
つ
と
、
あ
ら
た
め
て
裁
判
所
が
人
を
裁
く
場
所
で
あ
る
こ
と
を

認
識
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
判
決
理
由
な
ど
が
述
べ
ら
れ
、
裁
判

は
約
20
分
で
終
了
し
た
。
受
講
生
も
生
々
し
い
実
際
の
裁
判
の
よ
う

す
に
動
揺
し
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
こ
の
あ
と
別
室
で
裁
判
所
の
職

員
か
ら
裁
判
員
制
度
に
関
す
る
説
明
が
行
わ
れ
、
１
日
目
の
講
座
は

終
了
し
た
。

　

私
た
ち
が
傍
聴
し
た
裁
判
が
行
わ
れ
た
４
０
１
号
法
廷
は
、
来
年

の
制
度
導
入
に
向
け
て
裁
判
員
裁
判
に

対
応
し
た
法
廷
に
改
修
さ
れ
て
い
る
。

３
人
の
裁
判
官
席
と
同
じ
並
び
に
６
人

の
裁
判
員
席
が
設
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

の
席
に
は
小
型
モ
ニ
タ
ー
が
設
置
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
法
廷
内
の
左
右
の
壁
に

は
大
型
デ
ィ
ス
プ
レ
ー
が
取
り
付
け
ら

れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
被
告
人
や
証
人

な
ど
が
事
件
の
状
況
を
説
明
す
る
と
き

に
用
い
ら
れ
、
裁
判
を
分
か
り
や
す
く

す
る
た
め
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

　

今
日
は
模
擬
評
議
が
行
わ
れ

る
。
評
議
と
は
、
法
廷
で
の
審

理
の
あ
と
に
裁
判
官
と
裁
判
員

が
被
告
人
が
有
罪
か
無
罪
か
、

有
罪
の
場
合
、
ど
の
よ
う
な
刑

に
す
る
の
か
を
議
論
す
る
こ
と

で
あ
る
。
評
議
に
よ
っ
て
出
さ

れ
た
結
論
を
評
決
と
い
う
。

　

ま
ず
裁
判
員
制
度
を
描
い
た

映
画「
審
理
」を
見
る
。
ス
ト
ー

リ
ー
は
、
被
害
者
に
電
車
内
の

ト
ラ
ブ
ル
か
ら
暴
力
を
振
る
わ

れ
、
妊
娠
中
の
妻
も
突
き
倒
さ

れ
執
拗
に
暴
行
を
受
け
た
被
告
人
が
、
持
っ
て
い
た
ナ
イ
フ
で
被

害
者
を
刺
し
死
亡
さ
せ
た…

。
と
い
う
内
容
の
事
件
で
、
裁
判
に

は
６
人
の
裁
判
員
が
参
加
し
、
審
理
・
評
議
を
重
ね
て
法
廷
で
判

決
が
宣
告
さ
れ
る
ま
で
を
描
い
て
る
。
模
擬
評
議
は
映
画
で
最
終

的
な
結
論
が
出
る
前
に
止
め
ら
れ
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
自
分
た

ち
で
議
論
し
て
結
論
を
出
そ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
裁
判
で
は
被

告
人
の
行
為
が
正
当
防
衛
に
当
た
る
か
ど
う
か
が
争
点
に
な
っ
た
。

　

受
講
者
は
２
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、
別
々
の
部
屋
で
模
擬
評
議

に
入
っ
た
。
同
行
し
た
グ
ル
ー
プ
で
は
裁
判
員
に
扮
し
た
８
人
の

受
講
者
に
現
職
の
裁
判
官
が
加
わ
り
評
議
が
進
め
ら
れ
た
。「
被

告
人
は
被
害
者
に
更
に
暴
行
を
加
え
ら
れ
る
と
感
じ
、
や
む
を
得

ず
刺
し
た
の
だ
か
ら
正
当
防
衛
で
は
な
い
か
」、「
被
告
人
は
殺
す

つ
も
り
は
な
く
誤
っ
て
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら
過
剰
防
衛

だ
」、「
目
撃
者
の
証
言
で
は
被
害
者
は
刺
さ
れ
る
直
前
に
は
暴
行

を
や
め
立
ち
去
ろ
う
と
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
正
当
防
衛
は
成
立

し
な
い
」、
裁
判
官
に
促
さ
れ
て
一
人
ず
つ
意
見
を
述
べ
る
。
さ

ら
に
法
廷
で
の
証
人
や
被
告
人
の
発
言
な
ど
を
思
い
出
し
な
が
ら
論

議
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
正
当
防
衛
は
成
立
せ
ず
有
罪
と

の
結
論
に
至
っ
た
。
次
に
量
刑
に
つ
い
て
話
し
合
わ
れ
る
。
通
常
殺

人
の
場
合
、
死
刑
・
無
期
・
５
〜
20
年
の
懲
役
刑
と
な
り
、
こ
の
事

件
の
よ
う
に
凶
器
を
所
持
し
て

い
る
と
２
年
が
加
算
さ
れ
る
。

た
だ
し
同
情
の
余
地
が
あ
る
と

判
断
さ
れ
た
場
合
減
刑
さ
れ
２

年
６
か
月
〜
11
年
の
懲
役
刑
と

な
る
。
さ
ら
に
３
年
以
下
だ
と

執
行
猶
予
を
つ
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
評
議
で
は
執
行
猶
予
を

つ
け
る
か
ど
う
か
で
意
見
が
分

か
れ
た
。「
事
件
の
原
因
は
被

害
者
だ
か
ら
執
行
猶
予
で
よ
い

の
で
は
な
い
か
」「
殺
人
を
犯

し
て
い
る
の
だ
か
ら
罰
は
受
け

第２部 地域を守る

裁
判
員
っ
て
何
ば
す
っ
と
ね
？

裁
判
員
っ
て
何
ば
す
っ
と
ね
？

体験！裁判員制度

１
日
目　

裁
判
傍
聴
・
講
義

２
日
目　

模
擬
評
議

　国民が裁判に参加する「裁判員制度」が来年５月21日にスタート
します。制度への理解を深めるために、市では市民の皆さんを対象
に中央公民館主催講座として裁判員制度体験講座を６月19・20日
の２日間開催しました。今回はそのようすをリポートします。

　国民が裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪かどう
か、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官といっしょに決
める制度です。裁判員が参加する裁判を「裁判員裁判」といい
ます。原則として裁判員６人と裁判官３人が刑事裁判の審理に
出席し、証拠調べ手続や弁論手続に立ち会った上で評議を行い
判決を宣告します。

　裁判員裁判は、全国地方裁判所
のすべての本庁（50か所）と一部
の地方裁判所支部（10か所）で行
われます。県内では長崎市の長崎
地方裁判所で行われます。

　裁判員が参加するのは刑事裁判の第１審で、殺人や強盗致
死、身代金目的の誘拐など、国民の関心の高い重大な犯罪に限
られています。第２審以降の高等裁判所や最高裁判所などの審
理には参加しません。平成18年に全国の地方裁判所で受理した
事件のうち、裁判員裁判の対象となる事件は約3,100件、長崎地
方裁判所での対象事件は24件でした。

● 裁判員制度ってなに？

　国民が裁判に参加することによって、国民の視点、感覚が裁
判の内容に反映され、その結果、裁判が身近なものとなり、国
民の司法に対する理解と信頼が深まることが期待されています。

● どの裁判所で行われるの？

● なぜ裁判員制度を導入するの？

● どんな事件の裁判に参加するの？

　裁判員裁判の場合、裁判員の負担を軽くするために、これま
での裁判にはなかった「公判前整理手続」が行われます。これ
は裁判が始まる前に裁判官、検察官、弁護人が話し合い、裁判
日程の決定、争点の絞り込み、証拠の厳選などを行います。そ
の結果、約７割の事件が３日以内に、約９割の事件が５日以内
に終了すると見込まれています。

　20歳以上の有権者の中からくじで無作為に選ばれます。県内
に住所がある場合、長崎地方裁判所以外の裁判員に選ばれるこ
とはありません。裁判員候補に選ばれた人は、今年の12月頃ま
でに裁判所からその旨の通知があります。法律上、裁判員にな
ることは義務とされています。ただし70歳以上の人や学生、重
い病気やげがの人などは辞退することができます。辞退できる
事由は法律や政令で定められています。県内では年間約5,000
人に１人が裁判員に選任される計算になります。

● どうやって選ばれるの？

● 判決が出るまで時間がかかるんじゃないの？

裁判員候補者や裁判員・補充裁判員として裁判所に来られた
人には、日当と交通費が支払われます。裁判所から自宅が遠い
などの理由で宿泊しなければならない場合は宿泊費が支払われ
ます。日当の額は、裁判員候補者は1日当たり8,000円以内、裁
判員および補充裁判員は1日当たり10,000円以内の金額で裁判
所が決めることになっています。

［その他辞退できる事由の一部］
・同居の親族を介護・養育する必要がある人
・事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が発生す
  るおそれがある人
・親族の結婚式への出席など社会生活上の重要な用務がある場合

● 旅費や日当は支払われるの？

　今回の模擬評議は時間が90分と短く、２グループとも最後
はあわただしく結論をまとめられたようでした。実際の評議
は、３人の裁判官と６人の裁判員が時間をかけ、十分に議論
して結論を出すことになっています。受講者の皆さんは「勉
強になった」「参加してよかった」と感想を話される一方、
「できれば裁判員には選ばれたくない」とも言われていまし
た。裁判員制度は全く新しいシステムであるため、不安や疑
問を持つのは当然です。しかし司法に一般市民が参加するこ
とは、外国ではすでに行われています。10か月後にはあなた
が裁判員に選ばれているかもしれません。自分にできるか不
安になるかもしれませんが、常識に照らし、自分の意見を自
由に発言すれば良いのではないかと体験講座を通じて感じま
した。

裁判員裁判用法廷（釧路地方裁判所）裁判員制度パンフレットより

裁判員制度が導入される長崎地方裁判所

る
べ
き
」。
本
来
で
あ
れ
ば
議
論

を
尽
く
し
て
全
員
一
致
の
結
論

を
導
き
出
す
こ
と
が
大
切
で
あ

る
が
、
残
り
時
間
も
少
な
く
な
っ

て
い
た
た
め
多
数
決
で
、
執
行

猶
予
を
つ
け
な
い
実
刑
と
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
刑
期
に
つ
い

て
も
意
見
が
分
か
れ
、
多
数
決

で
最
も
軽
い
２
年
６
か
月
と
決

ま
っ
た
。
ち
な
み
に
同
席
し
た

現
職
の
裁
判
官
の
判
断
は
４
年

の
実
刑
だ
っ
た
。
模
擬
評
議
を

終
え
た
受
講
者
は
再
び
映
画
の

続
き
を
見
た
。
映
画
で
の
評
議
の
結
果
は
、懲
役
５
年
の
実
刑
だ
っ
た
。

ま
た
別
グ
ル
ー
プ
の
模
擬
評
議
の
結
論
も
懲
役
５
年
の
実
刑
だ
っ
た
。

最
後
に
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
結
論
に
至
っ
た
ポ
イ
ン
ト
な
ど
を
説
明
し

て
２
日
間
の
体
験
講
座
は
終
了
し
た
。

教えて！裁判員制度

■裁判員制度に関する問い合わせ　
長崎地方裁判所 ☎ 095（822）6151

し
つ
よ
う
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被
告
人
が
、
持
っ
て
い
た
ナ
イ
フ
で
被

害
者
を
刺
し
死
亡
さ
せ
た…

。
と
い
う
内
容
の
事
件
で
、
裁
判
に

は
６
人
の
裁
判
員
が
参
加
し
、
審
理
・
評
議
を
重
ね
て
法
廷
で
判

決
が
宣
告
さ
れ
る
ま
で
を
描
い
て
る
。
模
擬
評
議
は
映
画
で
最
終

的
な
結
論
が
出
る
前
に
止
め
ら
れ
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
自
分
た

ち
で
議
論
し
て
結
論
を
出
そ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
裁
判
で
は
被

告
人
の
行
為
が
正
当
防
衛
に
当
た
る
か
ど
う
か
が
争
点
に
な
っ
た
。

　

受
講
者
は
２
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、
別
々
の
部
屋
で
模
擬
評
議

に
入
っ
た
。
同
行
し
た
グ
ル
ー
プ
で
は
裁
判
員
に
扮
し
た
８
人
の

受
講
者
に
現
職
の
裁
判
官
が
加
わ
り
評
議
が
進
め
ら
れ
た
。「
被

告
人
は
被
害
者
に
更
に
暴
行
を
加
え
ら
れ
る
と
感
じ
、
や
む
を
得

ず
刺
し
た
の
だ
か
ら
正
当
防
衛
で
は
な
い
か
」、「
被
告
人
は
殺
す

つ
も
り
は
な
く
誤
っ
て
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら
過
剰
防
衛

だ
」、「
目
撃
者
の
証
言
で
は
被
害
者
は
刺
さ
れ
る
直
前
に
は
暴
行

を
や
め
立
ち
去
ろ
う
と
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
正
当
防
衛
は
成
立

し
な
い
」、
裁
判
官
に
促
さ
れ
て
一
人
ず
つ
意
見
を
述
べ
る
。
さ

ら
に
法
廷
で
の
証
人
や
被
告
人
の
発
言
な
ど
を
思
い
出
し
な
が
ら
論

議
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
正
当
防
衛
は
成
立
せ
ず
有
罪
と

の
結
論
に
至
っ
た
。
次
に
量
刑
に
つ
い
て
話
し
合
わ
れ
る
。
通
常
殺

人
の
場
合
、
死
刑
・
無
期
・
５
〜
20
年
の
懲
役
刑
と
な
り
、
こ
の
事

件
の
よ
う
に
凶
器
を
所
持
し
て

い
る
と
２
年
が
加
算
さ
れ
る
。

た
だ
し
同
情
の
余
地
が
あ
る
と

判
断
さ
れ
た
場
合
減
刑
さ
れ
２

年
６
か
月
〜
11
年
の
懲
役
刑
と

な
る
。
さ
ら
に
３
年
以
下
だ
と

執
行
猶
予
を
つ
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
評
議
で
は
執
行
猶
予
を

つ
け
る
か
ど
う
か
で
意
見
が
分

か
れ
た
。「
事
件
の
原
因
は
被

害
者
だ
か
ら
執
行
猶
予
で
よ
い

の
で
は
な
い
か
」「
殺
人
を
犯

し
て
い
る
の
だ
か
ら
罰
は
受
け

第２部 地域を守る

裁
判
員
っ
て
何
ば
す
っ
と
ね
？

裁
判
員
っ
て
何
ば
す
っ
と
ね
？

体験！裁判員制度

１
日
目　

裁
判
傍
聴
・
講
義

２
日
目　

模
擬
評
議

　国民が裁判に参加する「裁判員制度」が来年５月21日にスタート
します。制度への理解を深めるために、市では市民の皆さんを対象
に中央公民館主催講座として裁判員制度体験講座を６月19・20日
の２日間開催しました。今回はそのようすをリポートします。

　国民が裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪かどう
か、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官といっしょに決
める制度です。裁判員が参加する裁判を「裁判員裁判」といい
ます。原則として裁判員６人と裁判官３人が刑事裁判の審理に
出席し、証拠調べ手続や弁論手続に立ち会った上で評議を行い
判決を宣告します。

　裁判員裁判は、全国地方裁判所
のすべての本庁（50か所）と一部
の地方裁判所支部（10か所）で行
われます。県内では長崎市の長崎
地方裁判所で行われます。

　裁判員が参加するのは刑事裁判の第１審で、殺人や強盗致
死、身代金目的の誘拐など、国民の関心の高い重大な犯罪に限
られています。第２審以降の高等裁判所や最高裁判所などの審
理には参加しません。平成18年に全国の地方裁判所で受理した
事件のうち、裁判員裁判の対象となる事件は約3,100件、長崎地
方裁判所での対象事件は24件でした。

● 裁判員制度ってなに？

　国民が裁判に参加することによって、国民の視点、感覚が裁
判の内容に反映され、その結果、裁判が身近なものとなり、国
民の司法に対する理解と信頼が深まることが期待されています。

● どの裁判所で行われるの？

● なぜ裁判員制度を導入するの？

● どんな事件の裁判に参加するの？

　裁判員裁判の場合、裁判員の負担を軽くするために、これま
での裁判にはなかった「公判前整理手続」が行われます。これ
は裁判が始まる前に裁判官、検察官、弁護人が話し合い、裁判
日程の決定、争点の絞り込み、証拠の厳選などを行います。そ
の結果、約７割の事件が３日以内に、約９割の事件が５日以内
に終了すると見込まれています。

　20歳以上の有権者の中からくじで無作為に選ばれます。県内
に住所がある場合、長崎地方裁判所以外の裁判員に選ばれるこ
とはありません。裁判員候補に選ばれた人は、今年の12月頃ま
でに裁判所からその旨の通知があります。法律上、裁判員にな
ることは義務とされています。ただし70歳以上の人や学生、重
い病気やげがの人などは辞退することができます。辞退できる
事由は法律や政令で定められています。県内では年間約5,000
人に１人が裁判員に選任される計算になります。

● どうやって選ばれるの？

● 判決が出るまで時間がかかるんじゃないの？

裁判員候補者や裁判員・補充裁判員として裁判所に来られた
人には、日当と交通費が支払われます。裁判所から自宅が遠い
などの理由で宿泊しなければならない場合は宿泊費が支払われ
ます。日当の額は、裁判員候補者は1日当たり8,000円以内、裁
判員および補充裁判員は1日当たり10,000円以内の金額で裁判
所が決めることになっています。

［その他辞退できる事由の一部］
・同居の親族を介護・養育する必要がある人
・事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が発生す
  るおそれがある人
・親族の結婚式への出席など社会生活上の重要な用務がある場合

● 旅費や日当は支払われるの？

　今回の模擬評議は時間が90分と短く、２グループとも最後
はあわただしく結論をまとめられたようでした。実際の評議
は、３人の裁判官と６人の裁判員が時間をかけ、十分に議論
して結論を出すことになっています。受講者の皆さんは「勉
強になった」「参加してよかった」と感想を話される一方、
「できれば裁判員には選ばれたくない」とも言われていまし
た。裁判員制度は全く新しいシステムであるため、不安や疑
問を持つのは当然です。しかし司法に一般市民が参加するこ
とは、外国ではすでに行われています。10か月後にはあなた
が裁判員に選ばれているかもしれません。自分にできるか不
安になるかもしれませんが、常識に照らし、自分の意見を自
由に発言すれば良いのではないかと体験講座を通じて感じま
した。

裁判員裁判用法廷（釧路地方裁判所）裁判員制度パンフレットより

裁判員制度が導入される長崎地方裁判所

る
べ
き
」。
本
来
で
あ
れ
ば
議
論

を
尽
く
し
て
全
員
一
致
の
結
論

を
導
き
出
す
こ
と
が
大
切
で
あ

る
が
、
残
り
時
間
も
少
な
く
な
っ

て
い
た
た
め
多
数
決
で
、
執
行

猶
予
を
つ
け
な
い
実
刑
と
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
刑
期
に
つ
い

て
も
意
見
が
分
か
れ
、
多
数
決

で
最
も
軽
い
２
年
６
か
月
と
決

ま
っ
た
。
ち
な
み
に
同
席
し
た

現
職
の
裁
判
官
の
判
断
は
４
年

の
実
刑
だ
っ
た
。
模
擬
評
議
を

終
え
た
受
講
者
は
再
び
映
画
の

続
き
を
見
た
。
映
画
で
の
評
議
の
結
果
は
、懲
役
５
年
の
実
刑
だ
っ
た
。

ま
た
別
グ
ル
ー
プ
の
模
擬
評
議
の
結
論
も
懲
役
５
年
の
実
刑
だ
っ
た
。

最
後
に
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
結
論
に
至
っ
た
ポ
イ
ン
ト
な
ど
を
説
明
し

て
２
日
間
の
体
験
講
座
は
終
了
し
た
。

教えて！裁判員制度

■裁判員制度に関する問い合わせ　
長崎地方裁判所 ☎ 095（822）6151

し
つ
よ
う

広報おおむら 2008 年 8 月号号5


